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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年5月30日(2019.5.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行なう遊技機であって、
　遊技者が操作可能な操作手段と、
　遊技者の前記操作手段の操作に基づいて選択可能な複数種類の演出に対応する複数の項
目を表示する表示手段と、
　前記複数の項目のうちいずれかの項目を選択する選択演出を実行可能な選択演出手段と
、
　前記選択演出手段において選択された項目に対応した演出を実行可能な演出実行手段と
、を備え、
　前記選択演出の演出内容は、遊技者の前記操作手段に対する操作態様に応じて異なり、
　前記表示手段は、前記選択演出において、前記複数種類の演出のうちの第１演出が実行
されている状態であっても当該第１演出に対応した項目を表示可能であり、
　前記演出実行手段は、
　　前記第１演出が実行されている状態で、当該第１演出とは異なる第２演出に対応する
項目が選択された場合には、当該第２演出を実行し、
　　前記第１演出が実行されている状態で、当該第１演出に対応する項目が再度選択され
た場合には、実行されている前記第１演出の状態を引継いで実行する、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　（Ａ）　上記目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、
　遊技を行なう遊技機であって、
　遊技者が操作可能な操作手段と、
　遊技者の前記操作手段の操作に基づいて選択可能な複数種類の演出に対応する複数の項
目を表示する表示手段と、
　前記複数の項目のうちいずれかの項目を選択する選択演出を実行可能な選択演出手段と
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、
　前記選択演出手段において選択された項目に対応した演出を実行可能な演出実行手段と
、を備え、
　前記選択演出の演出内容は、遊技者の前記操作手段に対する操作態様に応じて異なり、
　前記表示手段は、前記選択演出において、前記複数種類の演出のうちの第１演出が実行
されている状態であっても当該第１演出に対応した項目を表示可能であり、
　前記演出実行手段は、
　　前記第１演出が実行されている状態で、当該第１演出とは異なる第２演出に対応する
項目が選択された場合には、当該第２演出を実行し、
　　前記第１演出が実行されている状態で、当該第１演出に対応する項目が再度選択され
た場合には、実行されている前記第１演出の状態を引継いで実行する。
　（１）　上記目的を達成するため、他の遊技機は、
　遊技を行なう遊技機（たとえば、パチンコ遊技機１等）であって、
　遊技者が選択可能な複数種類の演出に対応する複数の項目を表示する表示手段（たとえ
ば、図２７に示すように、複数種類の楽曲に対応する項目を表示する演出制御用マイクロ
コンピュータ２００等）と、
　前記複数の項目のうちいずれかの項目を選択する選択演出を実行可能な選択演出手段（
図２７に示すように、選択操作により選択される項目を変更する演出制御用マイクロコン
ピュータ２００等）と、
　前記選択演出手段において選択された項目に対応した演出を実行可能な演出実行手段（
図２７に示すように、選択された項目に対応した楽曲の出力や映像の出力を行なう演出制
御用マイクロコンピュータ２００等）とを備え、
　前記表示手段は、前記選択演出において前記複数種類の演出のうちの第１演出が実行さ
れている状態であっても当該第１演出に対応した項目を表示可能であり（たとえば、図２
７（ｅ）に示すように、楽曲Ａに対応する項目が実行されている状態であっても楽曲Ａに
対応する項目を「戻る」で表示可能である等）、
　前記演出実行手段は、
　　前記第１演出が実行されている状態で、当該第１演出とは異なる第２演出に対応する
項目が選択された場合には、当該第２演出を実行し（たとえば、図２７（ｈ）に示すよう
に、楽曲Ａとは異なる楽曲Ｂに対応する項目が選択された場合には楽曲Ｂを最初から再生
する等）、
　　前記第１演出が実行されている状態で、当該第１演出に対応する項目が再度選択され
た場合には、実行されている前記第１演出の状態を引継いで実行する（たとえば、図２７
（ｇ）に示すように、楽曲Ａに対応する項目が再度選択された場合には楽曲Ａをそのまま
流す等）。
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